
令和７年度 定期洗管地区割表 

 

地区 

番号 

月日 

(曜日) 
地 区 

１ 
６/9 

（月） 

上池田 1 丁目 6 番地、木部町、五月丘 1 丁目 5（一部）番地,6～8 番地,9（一部）番地,10（一部）番地 

五月丘 2 丁目 1,2（一部）番地,3～7 番地 、 五月丘 3・4・5 丁目、渋谷 1 丁目 6（一部）番地,9～16 番地 

渋谷 2 丁目 2 番地,3（一部）番地,4（一部）番地,5～10 番地 、 渋谷 3 丁目、新町 6 番地,7（一部）番地 

建石町 10（一部）番地、中川原町、畑 1 丁目 1～4 番地,5（一部）番地,6（一部）番地,7～22 番地 

畑 2・3・4・5 丁目、東山町、伏尾台 1・2・3・4・5 丁目、伏尾町、古江町、吉田町 

２ 
６/10 

（火） 

旭丘 1・2・3 丁目 、 綾羽 1 丁目 、 綾羽 2 丁目、 

井口堂 2 丁目 1（一部）番地,2（一部）番地,3～6 番地,7（一部）番地 

井口堂 2 丁目 8（一部）番地,9（一部）番地,10（一部）番地、上池田１丁目 1～5 番地,7～10 番地 

上池田 2 丁目 1（一部）番地,2（一部）番地,3（一部）番地,4 番地 

宇保町 1～5（一部）番地,6～8 番地 、 呉服町 

神田 1 丁目 1～3（一部）番地,4（一部）番地,5～6 番地,7（一部）番地 

神田 2 丁目 1～3 番地,4（一部）番地 、 神田 4 丁目 1～14（一部）番地 

栄本町 1～11 番地,12（一部）番地 、  

栄町、五月丘 1 丁目 1～4 番地,5（一部）番地,9（一部）番地,10（一部）番地 

五月丘 2 丁目 2（一部）番地、渋谷 1 丁目 1～5 番地,6（一部）番地,8 番地 

渋谷 2 丁目 1 番地,3（一部）番地,4（一部）番地、城南１丁目 、 城南 2 丁目 

城南 3 丁目 1 番地,6（一部）番地,7 番地,8（一部）番地,9（一部）番地、城南 3 丁目 10～11 番地 

城山町 1（一部）番地,2 番地,3（一部）番地,4（一部）番地、新町 1～5 番地,7（一部）番地,8～10 番地 

菅原町 、建石町 1～10（一部）番地、大和町 、 槻木町 、 西本町 

畑 1 丁目 5（一部）番地,6（一部）番地、鉢塚 3 丁目 6（一部）番地,7 番地,8（一部）番地、姫室町 

満寿美町 1～10 番地,11（一部）番地,12（一部）番地,13 番地、緑丘 1・2 丁目、室町 、 桃園 1・2 丁目 

３ 
６/12 

（木） 

井口堂 1 丁目、井口堂 2 丁目 1（一部）番地,2（一部）番地,7（一部）番地 

井口堂 2 丁目 8（一部）番地,9（一部）番地,10（一部）番地、石橋 1～4 丁目 

上池田 2 丁目 1（一部）番地,2（一部）番地,3（一部）番地,5 番地、宇保町 5（一部）番地,9～15 番地 

空港 1・2 丁目、神田 1 丁目 3（一部）番地,4（一部）番地,7（一部）番地,8～9 番地 

神田 1 丁目 10（一部）番地,11～32 番地、神田 2 丁目 4（一部）番地,5～21 番地 、 神田 3 丁目 

神田 4 丁目 14（一部）番地,16～28 番地 、 栄本町 12（一部）番地 

城南 3 丁目 2～5 番地,6（一部）番地,8（一部）番地,9（一部）番地 

城山町 1（一部）番地,3（一部）番地,4（一部）番地、住吉 1・2 丁目 、 荘園 1・2 丁目 、 ダイハツ町  

天神 1・2 丁目、豊島北 1・2 丁目 、 豊島南 1・2 丁目 、 八王寺 1・2 丁目、鉢塚 1 丁目 、 鉢塚 2 丁目 

鉢塚 3 丁目 1～5 番地,6（一部）番地,8（一部）番地,9～15 番地 

満寿美町 11（一部）番地,12（一部）番地 

 


